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ACEコミュニケーション・アイルランドACE Communication Ireland

DCEDIY（子ども・平等・障害・統合・若者省）が受け付けた
「障害者権利条約の初回締約国報告草案」への意見の要約　短縮版
（訳注　これは、「アイルランド初回締約国報告　付属資料1　草案への意見　2021年11月」である。）
（訳注　ACEコミュニケーション・アイルランドは、主に障害のある人や支援団体を対象に、情報アクセシビリティ向上の活動を行っている民間の法人組織。ACEはAccessible Communication Environmentsの頭文字。）
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第1章： はじめに
障害担当国務大臣のアン・ラビット T.D.氏は、2020年12月に国連障害者権利条約に基づく初回締約国報告草案（Draft Initial State Report）を公表した。この報告草案は、協議のために公表され、関係者からのコメントの提出が求められた。
子ども・平等・障害・統合・若者省（DCEDIY: Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth）は、合計で1,000ページを超える72件の意見書を受け取った。これらは個人および障害当事者団体（DPOs : Disabled Persons’ Organisations）、代表団体、法務部門、スポーツ団体、支援団体など、多様な利害関係団体から提出された。
提出された意見は評価・分析された。本報告はその主要な内容を要約している。
特に、以下の団体から提出された意見は、非常に重要な内容を含んでいた：
· 障害当事者団体連合（DPO連合）； 
· 個々のDPO；および
· 障害者参画・協議ネットワーク（The Disability Participation and Consultation Network）。
DPO連合は、障害のある人とその団体が国連障害者権利条約（UNCRPD）の報告プロセスに参加するために結成された連合体である。
障害者参画・協議ネットワークは、障害のある人、障害関連団体、およびDPOからなる団体で、2020年に設立され、障害のある人が政策や法律の策定に完全に参加できるようにすることを目的としている。

主要な原則
さまざまな提出意見で、いくつかの主要な原則や価値観が浮き彫りになった。これらの原則は、CRPDの実施と監視において不可欠なものと考えられた：
· よりインクルーシブで多様性があり平等という社会のビジョン。
· 各個人の価値と独自性が受容され、尊重され、可能性が発揮できる社会のビジョン。
· 障害のある人の生活に関わるすべての意思決定と管理にとって、障害当事者団体の存在が本質的に重要であるとの認識。その実現のために国が必要な資金と支援を提供するコミットメント。
· 画一的な設計ではなく、個人に焦点を当てたサービスと支援の提供へのコミットメント。
· 権利に基づくアプローチ。障害のある人が、障害のない同年代の者と同じ条件で社会のあらゆる側面に参加する権利を有することへの理解。
· アイルランドの、障害のある人とその他の排斥されているグループの人権を促進するために、さらに努力する必要があることの認識。
· 障害のある人の声に耳を傾け、その声に応える指針となる枠組みとして、「意思と選好」の原則が不可欠であることへの理解。
· CRPDの監視と評価において、障害のある人の意見を中核に据えるというコミットメント。障害のある人を、当事者としての生活経験を有する専門家として尊重。アイルランドにおける障害のある人の生活の実態、バリア、課題に耳を傾け、それを変えようとする意欲。
· 「私たち抜きに私たちのことを決めないで」という基本原則に基づいたプロセス。障害のある人の生活に影響を与えるあらゆる取り組み、戦略、政策、法律の、計画、策定、管理、監視において、障害のある人が最初から完全に参画することを保証するコミットメント。
· 今後のCRPDの実施と我々の進捗の振り返り向けての、より強固なパートナーシップと広範な「共同責任（shared responsibility）」の推進。
· アイルランドの市民社会が持つ、CRPDを実施する際の役割およびすべての市民が意味のある生活を送れるよう保証する際の役割への認識。障害のある人のニーズが通常（mainstream）の政策や法律の一部として考慮される、インクルーシブなコミュニティの構築のコミットメント。
· アイルランドの障害のある人の権利実現を真に進展させるためには、思考、実践、提供に必要な変革の認識。社会に存在する制度的・態度的なバリアの撤廃へのコミットメント。
· 障害のある人が権利を主張し、社会に完全に参加できるようにするためには、アクセシブルな情報の提供が不可欠であることの認識。

第2章：全般的意見
初回の国家報告草案に対する意見は、「総合的」と「明確」から「理想的」「詳細が不足している」「未来に過度に焦点を当てている」まで幅広い。提出された意見では、報告草案が、特に政策や法制度の整備において、アイルランドが近年どれほど進展したかを示している一方で、真の変革を実現するためにはまだ多くの課題が残されていることを指摘している、とした。多くの提出意見は、報告案に障害のある人の視点が欠如している点について懸念を表明していた。

協働作業
CRPDの実施において、地方レベルと全国レベルでより協調的なアプローチが必要であるという点で、強い合意が形成された。現在、サービスと支援は断片化されていると考えられ、あまりにも多くの省庁、提供者、機関、慈善団体が関与している。政府の省庁と機関は、CRPDの実施を支援し、障害のある人が直面するバリアに対応するために協力する必要がある。

選択議定書
ほとんどの意見は、アイルランドが選択議定書を遅滞なく批准するよう求めている。これにより、CRPDの実施における責任の明確化と透明性が促進される。

報告草案の作成、目的、構成に関する意見
協議プロセスおよび報告草案の企画、開発、実施への障害のある人の参画が不十分である点、ならびにアクセシブルな協議方法が不足している点が、一部の意見で指摘された。
締結国報告は、CRPDの実施が政府の優先分野であることを示す機会であり、障害に関する権利に基づくアプローチの重要性を強調するものと位置付けられた。締結国報告は、現在の進捗状況を明確に伝え、課題点を反映させる必要がある。また、現在のおよび将来のプロジェクトに充当される資源と資金の概要を示し、明確な責任の所在を確立する必要がある。
多くの意見では、報告草案が資金不足の現実と慢性的な資源不足を明確に示していない点が指摘された。個人や団体からは、投資不足が全国的に多くのニーズが満たされない状態を引き起こし、障害のある人が権利を実現できない状況を生んでいるとの懸念が表明された。障害のある人の意思決定プロセスとアイルランド社会への完全な参加を確保するため、資金とリソースの再配分が必要であろうと指摘された。サービス提供者団体は今後のサービスモデルに関するさらなる議論を求めた。
報告草案は、条約の各条項に対する現在の状況を示している。締結国報告は、複数の条項に関連していて、かつ、条約の実施に不可欠な横断的なテーマを強調すべきとの複数の指摘があった。

締結国報告の内容に関するコメント
2015年支援付き意思決定（能力）法（ADMC 2015: Assisted Decision Making (Capacity) Act 2015）
ADMC 2015と意思決定支援サービス（Decision Support Service）の設立がCRPD遵守の核心であり、条約の多くの条項に重要な役割を果たす点について、広範な合意が得られた。しかし報告草案は、この法律制定が現在まで完全には施行されていない点や、完全実施の時期を明示していないことを明確にしていない。

障害者参画・協議ネットワーク（DPCN: Disability Participation and Consultation Network）
多くの意見は、DPCNの設立を歓迎し、そのCRPDの実施における重要性を指摘し、将来のCRPD監視における関与を期待した。DPCNは、障害のある人の声が反映されることを保証する上で不可欠と見なされ、その機能と資金に関するさらなる情報が求められた。

言語の使用
締結国報告における言語の使用に関する意見は多様であった。現在使用されている言語がCRPDの「人間ファースト（person-first）」アプローチを反映している点については、受け入れられていた。しかし、DPO（障害当事者団体）やその他の代表団体は、人々が自分のアイデンティティを選ぶ方法の多様性と、それへの対応の重要性を強調した。
（訳注　人間ファースト（person-first）は、"person with a disability"のように、personを語の最初に位置付ける記述法。）

障害の社会モデルの理解
一部の意見は、報告草案が「医学的」すぎ、障害の社会モデルの理解が弱いと指摘した。彼らは、報告草案はCRPDが促進する障害の真の理解を反映していないと主張した。
障害のある人の生活の実態を反映させる
報告草案がアイルランドの障害のある人の生活体験を描写していない、という、強い一致が見られた。 DPOや代表団体は、締結国報告がアイルランドの障害のある人が直面する主要な課題や、日常的に直面するバリアと課題を十分取り上げていないと感じていた。
プログラム、政策、戦略、および法律の実施
報告草案が、近年策定されたプログラム、政策、戦略、および法規制の幅広い範囲を明確に指摘している点については、意見は一致した。しかし以下の点では多くの懸念があった： 
a) 実施の詳細の不足 – 多くの政策、戦略、法律の実施が極めて遅れている印象がある、
b) 実施されていない、または完全には施行されていない開発や措置を列挙し、報告草案がそれらへ過度に依存している、 
c) 政策やプログラムの完全な実施へのコミットの欠如、およびCRPDの実施を妨げる法律上の欠陥に対処するコミットの不足。
締結国報告に、プログラム、政策、戦略、および法律に関するデータとフォローアップ情報を含めるよう要請があった。これには、測定可能な行動と成果、実施計画とスケジュール、効果の評価とバリアの分析、監視の証拠と評価メカニズム、および障害のある人の参画方法の説明が含まれなければならない。
すべての障害の反映
複数の意見では、報告草案において一部の障害の種類が十分に反映されていないとの指摘があった。これらは、感覚障害、自閉症、知的障害、精神障害（psychosocial  disabilities）、および隠れた障害（hidden disabilities）などである。
[bookmark: _Hlk207123720]EUの法・政策および国際法・政策への言及
完成版の締結国報告では、EUの障害に関する法規制と政策をより明確に強調し、アイルランドが、雇用平等指令（Employment Equality Directive）、EUウェブアクセシビリティ推進（EU Web Accessibility Drive）、視聴覚メディアサービス指令（Audiovisual Media Services Directive）などの指令をどのように実施する予定かについて、追加情報を提供するよう提案があった。締結国報告は、EU基本権憲章（EU Charter）、2021-2030年障害者権利戦略（Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030）、および欧州社会権の柱（European Pillar of Social Rights）に言及すべきである（という指摘があった　訳者追記）。EUが支援または共同資金提供した具体的なプロジェクトに関する詳細な情報提供が求められた。障害者問題合同委員会（the Joint Committee for Disability Matters）は、すべての国際資金はCRPDとの整合性が確保されているかどうか、査定されるべきだとした。

第3章：条約の各条項に関する具体的な意見
3.1. 第1から5条
· 締結国報告では、アイルランドの政策が障害に関する人権アプローチをどの程度取り入れてきたか、および将来的に取り入れていくかについて議論すべきである。
· 締結国報告は、国連委員会の新たなインクルーシブな平等と交差性モデルを反映しなければならず、これらは真にインクルーシブな社会を実現するための計画策定において考慮されなければならない。
· 締結国は、障害のある人の権利、尊厳、能力、貢献に関する社会の認識を高めるため、および偏見と差別を是正するための、効果的で適切な措置の要点を示さなければならない。
· DPO（障害当事者団体）は障害のある人の唯一の公認代表組織である。締結国はDPOと非DPOを明確に区別し、DPOへの承認、優先順位付け、支援、リソースの提供方法の要点を示さなければならない。
· 報告草案では障害の定義が複数示されている。一部は時代遅れであり、障害の社会モデルと権利に基づくアプローチを反映するように改訂する必要がある。すべての政策と法律は改訂された定義と一致する必要がある。
· 独立した権利擁護活動の法的承認（Legal recognition）は、CRPD遵守の核心をなすものである。法的権利を有し、より積極的な調査メカニズムを整備した独立した権利擁護サービスが不可欠である。
（訳注　法的承認とは、法律によって正式に認められ、法的に位置づけられること。）
· [bookmark: _Hlk207899501]報告草案では、2017-2021年障害者インクルージョン全国戦略（NDIS: National Disability Inclusion Strategy 2017-2021）および2015-2024年総合的障害者雇用戦略（CES: Comprehensive Employment Strategy for People with Disabilities 2015–2024）の進捗状況に関する情報が不十分である（と指摘された）。
· 亡命希望者用住居・生活支援制度（Direct Provision）において、障害のある亡命希望者に関する言及はない。この特定の障害のある人のグループは、アイルランドにおいて最も排斥され、潜在的に最も脆弱な障害のある人の集団の一つであり、締結国報告において特定の支援と重点的な対応が必要である。
（訳注　Direct Provisionは、直訳すると「直接給付」だが、内容は、審査結果が出るまでの間、宿泊施設・食事・医療・少額の手当などの生活支援をする制度である。）
· 権利に基づくアプローチを強化するため、法律上の変更が複数必要である。これには平等地位法群（Equal Status Acts）および障害法（Disability Act）の改正が含まれる。

3.2. 第6条 - 障害のある女性
· 障害のある女性は、ジェンダーによるさらなる差別を受けている。障害のある女性の生活に関連するすべての戦略、政策、法律は、性別、民族、障害に配慮したものでなければならない。
· 障害のある女性に関する議論は、しばしば健康上のニーズに関する議論に限定され、コミュニティにおける市民的、政治的、経済的、社会的、文化的活動への参加権や、その参加を妨げるバリアに関する議論が不足している。
· 女性の健康状態の向上と医療体験の改善に焦点を当てた、女性の健康タスクフォース（Women's Health Taskforce）の提言の完全な実施は不可欠である。
（訳注　女性の健康タスクフォースは、2019年に保健省の下に設置された。）
· 産科と婦人科のサービスに関する緊急の見直しが必要であり、障害のある女性の特定のニーズに関するさらなる研究も必要である。
· 障害のある女性の一般的な性の健康の支援と、支援へのアクセスにおける特有の課題への対応を約束する必要がある。
· 締結国は、全国的な保健措置が障害のある女性を対象としたものであることを保証しなければならない。全国がん検診プログラム（The National Cancer Screening Programmes）は、インクルーシブで障害のある女性のニーズにカスタマイズされたものとする必要がある。
· 障害のある女性への暴力に対抗する、具体的な政策策定とサービス提供が必要である。

3.3. 第7条 - 障害のある子ども
· 報告草案には、障害のある子ども、その保護者や親族、子どもと関わる職員、地域社会の、障害のある子どもの権利に関する意識向上を図る具体的な措置の情報が記載されるべきである。
· 締結国報告は、障害のある子どもと若者の参加を許可または制限する法律規定、および実施されている追加措置に関する情報を提供しなければならない。また、障害のある子どもの声が、CRPDの実施および彼らに影響を与えるあらゆる決定にどう反映されるかを示さなければならない。
· 締結国報告は、障害のある子どもの施設入所を防止するための措置に関する情報を提供しなければならない。
· 締結国は、評価を受ける法的権利のみの診断中心モデルから、権利に基づく介入重視の提供モデルへの移行する方法について明示する必要がある。
· [bookmark: _Hlk217393782]子どもと若者の障害サービス推進（PDS: Progressing Disability Services for Children and Young People）の実施における進展の遅れおよび関連する問題が、報告草案に記載されていない。PDSの一環として、専門的な子どものサービスへの具体的な保健サービス執行機関（HSE: Health Service Executive）投資が必須である。
（訳注　PDSはアイルランドで開発された障害児サービスモデル。）
· 締結国報告は、障害のあるすべての子どもにとって早期介入が不可欠であることを認識し、平等なアクセスを保証する必要がある。報告草案は、子どもとその家族が、時間が肝心である医療、教育、または治療サービスへアクセスする際に遅れを経験していることを強調していない。また、このアクセス不足が、子どもが成人後もそのニーズを引き続き抱え、人生における機会の制限につながる可能性があることを認めていない。
· 報告草案は、子ども、若者、およびその家族への、重要な移行段階の支援の不足を強調していない。あるいは、支援を導入する計画の要点を示していない。
· [bookmark: _Hlk215854237]締結国報告は、「同じビジョンで」（Sharing the Vision）の下での、子どもと若者の精神保健サービス（Child and Adolescent Mental Health Services）の開発に向けた具体的な措置の要点を示さなければならない。2001年精神保健法（2001 Mental Health Act）の改正は不可欠であり、これに言及しなければならない。
（訳注　Sharing the Visionは、フルネーム'Sharing the Vision - A Mental Health Policy for Everyone'で、2020年策定の国家精神保健政策（National Mental Health Policy）のニックネーム。子どもと若者の精神保健サービスは、保健省の下にある保健サービス機構（HSE : Health Service Executive）の公的精神保健サービス。）
· 子どもは、個人予算プロジェクト（Personalised Budgets  project）の対象に含まれる機会を持たなければならない。また、パーソナル・アシスタンス（PA）・サービスへアクセスできなければならない。

3.4. 第8条 - 意識の向上
· 障害のある人に対する偏見、固定観念、および有害な態度に対抗する措置の、より明確な指針が必要である。これにはいじめ防止と憎悪犯罪の削減に関する情報が含まれる。
· 報告草案では、職員が人々を平等に扱う義務を認識できるようにするための「公共部門の義務」が実施されることを、どう保証するかについての方法が示されていない。
· 障害に関する意識向上研修は、障害のある人が計画・実施する、人権と障害の社会モデルを基盤としたものでなければならない。公共部門のすべての職員が受けるための障害に関する意識向上研修の計画とスケジュールである必要がある。
· 障害のある人とその代表団体が、例えば「道を創る日」（Make Way Day）や「#」（#Purplelights）などの啓発キャンペーンに積極的に参加していることに関するより多くの情報が提供されるべきである。
（訳注　「道を創る日」は、公共空間における障害のある人のニーズを検討するための、アイルランド障害者連盟のキャンペーン。「#パープルライト紫光」は、国際障害者デーの認知度向上のためのキャンペーンで、政府施設などの多くの建物が紫にライトアップされる。）
· 2015年支援付き意思決定（能力）法（ADMC 2015: Assisted Decision Making (Capacity) Act 2015）に関する意識向上計画を策定する必要がある。例えば、裁判所後見人制度の対象者（Wards of Court）とその家族は、そのほとんどが後見制度や提案されている意思決定支援サービスがどのように機能するかを全く知らない状態である。
· 報告草案は、メディアの障害のある人に関する描写が、障害のある人の人権に基づくアプローチに準拠していることを確保するためのいかなるアプローチも示していない。
· 政府は、多くの人がコンピュータに不慣れであり、ブロードバンドにアクセスできず、現在提供されている多くの公共情報にアクセスできないという事実を認識していない。

3.5. 第9条 - アクセシビリティ
· システムがアクセシビリティの観点からはどのように開発されているかについて、一貫した（joined up）考え方が欠如している。報告草案はこれを捉えていない。
· ユニバーサルデザインへの拡大が、「パートM」の規制以外にはほとんど実施されていない。規制は、誰もが完全にアクセス可能な建物と環境を実現するための設計指針の改善を盛り込むよう改訂する必要がある。
（訳注　「パートM」とは、アイルランドの建築規制のパートM。2022年に改正版が出され、ユニバーサルデザインについては部分的には取り上げられている。）
· 障害アクセス監査（Disability Audits）を、医療施設、司法施設、教育施設を含むすべての公共の建物および機関において実施するべきである。
· 締結国報告では、アクセス担当者（access officers）の役割についてさらに検討すべきである。報告草案では、その役割がどう監視され、調整されるかについて説明がない。
· CRPDは、自立した移動の権利を支持している。都市部では比較的整備されているが、多くの農村部では公共交通機関が利用できない。共有空間計画（shared  space planning）の概念は多くの障害のある人に適しておらず、彼らは街並みがより脅威的なものになっていると感じている。
· 交通のアクセシビリティに関する複数のバリアが特定された。これは、視覚障害のある人に影響を与えるバスス停の設計から、列車の予約に事前通知が必要な点まで多岐にわたる。
· 公共施設におけるガイドや手話言語通訳者の配置が必要である。一部のサービスは、職員がアイルランド手話（ISL）を使えず、ISL使用者とのコミュニケーションが不可能であるため、障害のある人が利用できない。逆の場合も同様である。
· 銀行や郵便局の支店の閉鎖、および障害のある人やデジタルスキルが未発達な人々にとってオンラインサービスの利用が困難であることは、金融機関からの排除の重要な要因である。
（訳注　アイルランドでは、オンラインバンキングの普及や利用客の減少に伴い、銀行や郵便局の支店の閉鎖が進んで、社会問題となっている。）
· 報告草案には、特殊仕様トイレ・介助室（Changing Places）の不足により影響を受ける人々の数、その生活への影響、および尊厳のある平等な生活を送るために不可欠なその他の権利の享受に関するデータはない。
（訳注　Changing Placesは、広いスペース、介護用ベッド、天井走行型リフトなどを備え、標準的なバリアフリートイレでは対応できない、重度の障害のある人を主な対象としている。いわゆるユニバーサルデザイントイレあるいは車いすトイレよりもさらに多様な支援装置を持ったもの。）

3.6. 第10条 - 生命に対する権利
· 問うべき重要な質問として、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミック中に介護施設で生活していた一部の高齢者や障害のある人の生命が、その居住環境によりより大きなリスクにさらされたかどうかが挙げられる。
· 基本的人権を促進し保護するため、長期的な居住施設の居住者に対する、より強固な規制枠組みが必要である。
· 障害のある人、その家族、人権機関、その他の支援団体は、尊厳死法案および安楽死と自殺幇助に関する法律について重大な懸念を表明している。報告草案は、障害のある人にとってのこの政策の影響と意味について言及していない。


3.7. 第11条 - 危険な状況および人道的緊急事態
· 報告草案は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックで、障害のある人が他の人よりも大きく影響を受けたことを認識していない。
· 締結国は、新型コロナウイルス感染症への対応が障害のある人の権利に与えた影響を調査し、新型コロナウイルス感染症パンデミック期間中、障害のある人の権利の全体を保護するためにとられた措置の要点を示さなければならない。「パンデミック時の意思決定のための倫理的枠組み（ethical framework for decision making in a pandemic）」に関するさらなる情報が必要である。
· リモート学習や融合型学習（blended learning）への移行により、一部の障害のある学生が教育において取り残された。一部の人は自宅で必要なIT機器や支援技術にアクセスできず、公共の図書館サービスも利用できない。報告草案は、学校閉鎖がこれらの学生に与えた影響や、彼らを支援するための措置（またはその欠如）について詳細を記載していない。
（訳注　融合型学習（blended learning）とは、教室での対面学習とオンライン学習を組み合わせた、ハイブリッド型の教育。）
· 障害のある人のためのデイサービスとレスパイトサービスは、最初のロックダウン後、再開が遅れた。多くの人が依然としてデイサービスをパートタイムで利用しており、レスパイトサービスはほとんど利用できなかった。パンデミック期間中、パーソナル・アシスタント（PA）支援、交通手段、ホームヘルプへのアクセスは制限されていた。孤立のリスク、友人との連絡の断絶、就労やデイサービス活動の喪失、家族支援への依存の増加は、障害のある人の生活に重大な影響を及ぼした。
· COVID-19パンデミックが始まって以来、一般開業医（GP: General Practitioner）地域サービス、病院の臨床サービスが縮小されている。これにより引き起こされるさらなる障害のコストは不明であるが、重大なものとなろう。COVID-19は、メンタルヘルス、神経リハビリテーション、歯科、眼科などの特定のサービスに大きな影響を及ぼしている。
· パンデミック期間中、障害のある人がこれまで拒否されていたリモートワーク、リモート教育、遠隔医療、オンラインイベントなどへのアクセスが認められた。パンデミックからの回復過程で、これらのアクセスの改善が失われる可能性があるとの懸念がある。締結国は「より良い回復（build back better）」を確実に実現しなければならない。締結国の報告には、障害のある人とその完全な権利がこのプロセスに含まれるよう、講じられるすべての措置を明記する必要がある。

3.8. 第12条 - 法律の前にひとしく認められる権利
· 2015年支援付き意思決定（能力）法（ADMC: Assisted Decision Making (Capacity) Act）の多くの実質的な規定が施行されていない。ADMC法の完全施行は緊急の課題である。締結国報告では、条約に準拠した能力に関する法律を国が実施する方法について明示すべきである。
· 締結国報告では、第12条に関する留保を撤回する計画を明示する必要がある。
· 締結国は、ADMC法と既存の法律および政策との関わりについてのさらなる対応が必要である。例えば、保護政策、同意政策、2001年精神保健法、介護施設制度、同意なしに居住施設に拘留されている人、病院、および精神保健サービスなどとの関わり。
· ADMC法が完全に施行されるまで、障害のある人は引き続き裁判所保護下にある（Wards of Court）とされる。この制度は完全に時代遅れであり、障害のある人と家族が法の前で平等な地位を認められることを妨げている。
· 障害のある人が裁判所において権利を主張できるよう、法的援助委員会（LAB: Legal Aid Board）に十分な財政的・人的資源が提供される必要がある。
· 報告草案では、依然として同意と選択の概念が検討されていない。2001年精神保健法（2001 Mental Health Act）を国際的な人権条約や規範に適合させるためには、大幅な改正が必要である。
· [bookmark: _Hlk207890598]締結国報告では、2015年法（2015 Act）の緊急施行に備えて、裁判所サービス、法的・金融サービス提供者、アイルランド警察（An Garda Síochána）、刑務所（Irish Prison Service）、亡命希望者用住居・生活支援制度（Direct Provision）、障害サービス、および保健・福祉サービス提供者など、すべてのセクターに対して提供される支援の要点を示す必要がある。
（訳注　2015年法とは、ここではADMC法のことである。）

3.9. 第13条 - 司法手続の利用の機会
· 締結国報告には、障害のある人が司法へのアクセスと救済を得るときの選択肢についての認識を高めるための措置に関する情報が含まれなければならない。
· 締結国は、申立人、被申立人、証人、陪審員、訴訟当事者、被告人などとして司法制度と関わる障害のある人が利用可能な配慮措置に関する情報を提供すべきである。
· 報告草案における裁判所システムへのアクセスに関する議論は、もっぱら物理的アクセシビリティに焦点を当てており、アクセシブルな情報とコミュニケーション支援の不足、障害に関する意識向上の訓練の不足、障害のある人に対する否定的な態度や差別など、他のアクセシビリティ問題には言及していない。
· 報告草案は、「裁判所の新能力制度の運用を円滑化するための裁判所規則の草案が、裁判所サービスによって作成された」と述べている。これらの裁判所規則案を公表し、関係者がコメントできるようにすることが望ましい。
· 「裁判所における個人の平等な取り扱い」と題されたベンチブック手引書（bench book）が裁判官に提供されており、障害に関する法的枠組みを掲載している。この文書は一般公開され、アクセシブルな形式で提供されるべきである。また、CRPDの要件を反映させるため、見直しが行われるべきである。
· 報告草案には、司法行政に携わる人、特に裁判官と弁護士を対象とした研修プログラムの詳細が記載されていない。政府は、新たな司法研修委員会と協力し、人権法と平等法に関する研修を優先的に実施することを保証すべきである。

3.10 第14条 – 身体の自由および安全
· 締結国は、アイルランドがこの条項に関する留保と宣言を維持する理由を明確に説明する必要がある。
· 自由の保障に関する法案（Bill on Protection of Liberty Safeguards）および2001年精神保健法（Mental Health Act 2001）の改正に関する具体的な情報、その完了までのスケジュール、およびDPO（障害当事者団体）の意義ある参加を確保するための努力は、締結国報告に記載される必要がある。新たな法律は、2015年支援付き意思決定（能力）法（ADMC 2015: Assisted Decision Making (Capacity) Act 2015）の完全実施を基盤として策定されなければならない。
· 自由の剥奪に関する事例の独立した監視と審査が行われるべきである。
· 自由の剥奪に関連する問題の一部は、保健・福祉システム全体に根付いた、リスクを負うことへの恐れ（fear of risk-taking）から生じている。
（訳注　「保健・福祉システム全体に根付いた、リスクを負うことへの恐れ」とは、施設の職員や組織が事故や訴訟のリスクを恐れて、利用者の生活の質や自己決定権などを犠牲にしてしまう過度な傾向を指す。）
· 第13条の違反（訳注　第14条の誤りと思われる。）の例には、若者が老人ホーム（nursing home）での居住を強制される、職員が施設からの退去を阻止する介入を行う、認知症のない人が閉鎖型（secure）認知症専用施設に配置されるなどがある。
· 障害のある人の集住施設からの移行を加速する必要がある。また、高齢者の依存度が高まり、彼らが多様な障害に対応しようとする際に、真の選択肢を提供する必要がある。

3.11. 第15条 -拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは懲罰からの自由
· 締結国は、医療、教育、施設を含むすべての分野における拘束、隔離、その他の有害な措置を実施する際の立場の大要を示すべきである。これらの措置の使用状況を監視し、これらの措置がUNCRPDに完全に準拠していることを確保するための法的措置を明らかにしなければならない。
· 刑務所における懲戒措置の活用状況を総括し、障害に起因する行動に対して懲罰が科されないようにしなければならない。アイルランド刑務所（Irish Prison Service）は、制限措置の活用状況についてさらに検討し、障害のある人が不均衡に多く含まれていないかどうかを明らかにすべきである。
· 締結国報告では、障害のある難民申請者が、適切な生活環境、アクセス可能性、および合理的配慮を受けるための措置を詳細に明記し、残虐な、非人道的な、または品位を傷つけるような扱いを防止する必要がある。
· [bookmark: _Hlk217393952]締結国は、障害のある人が拷問および残虐な、非人道的な、または品位を傷つけるような処遇または懲罰から免れることを保証するため、拷問等禁止条約（Convention against Torture）の選択議定書（OPCAT: Optional Protocol to the Convention against Torture）の批准に真剣に取り組むべきである。

3.12. 第16条 - 搾取、暴力及び虐待からの自由
· 報告草案は、障害のある人に対する現在実施されている（in place）保護措置を誇張している（overstate）。搾取、暴力、虐待から自由であるための法的保護が完全に欠如している。
· 締結国報告において、虐待に関する懸念が認識され、通報され、適切に対応されることを保証し、また「絶対に許さない」（zero tolerance）文化を確立するために、公共サービスを含むあらゆる分野において適切な教育と訓練を実施するコミットメントが必要である。
· 障害のある人は、搾取、暴力、虐待を回避し、認識し、通報する方法について、適切な訓練とアクセス可能な情報により支援されるべきである。
· 障害のある人は、シェルターを含む一般的な主要な支援サービスにアクセスできる必要がある。締結国は、家庭内暴力、性暴力、ジェンダー暴力に関する支援サービスに資源を提供し、障害のある人を適切に支援できるようにする必要がある。
· 国としての保護法と、これに関する最新かつセクター横断的な政策が必要である。成人保護に関する義務を果たすため、関連組織への適切な資金提供が必須である。
· 経済的虐待に対する保護措置を強化するため、インターネット銀行取引き（remote banking）の代替手段、携帯電話を利用した金融サービス（mobile financial services）、年金などの公的資金の支払いの監督強化、金融サービス従事者に対する義務的な具体的な保護訓練など、さらなる措置が必要である。
· 締結国報告では、障害を理由とした憎悪犯罪と憎悪発言に関する立法措置を、締結国がどのように計画しているかを明確にする必要がある。

3.13. 第17条 - 個人をそのままの状態で保護すること
· 締結国報告には、2015年ADMC法およびその完全施行が、障害のある人が身体をそのままの状態で保護される権利（right to bodily integrity）を行使する方法に与える影響について、より時間をかけた議論を含めるべきである。
· 締結国報告は、現在の法律が治療を受ける人の自由な同意を要求していないことを明確に指摘すべきである。同意なしに治療が施される状況、医療における強制を禁止する法的保護措置、および身体的・化学的拘束の使用に関するさらなる情報が必要である。
· 2001年精神保健法に関する懸念事項およびこれまでの改革に関する取り組みは、締結国報告でその概要を説明すべきである。例えば、若年者からの同意に関する矛盾点や、事前医療指示（advanced health directive）の進展状況などが挙げられる。
· 締結国報告では、障害のある女性、トランスジェンダーの男性、またはノンバイナリーの人（訳注　自らを男性・女性のどちらでもないと認識している人）が、同意なしに中絶、避妊、または不妊手術を強制されないことを確保するための具体的な国内措置の概要を示す必要がある。
· 裁判所保護下にある人は、そうでない人と同等の権利として、個人の尊厳と自律性を享有する権利を有しない。彼らは、意見を表明する権利、異議を申し立てる権利、適切な権利擁護や支援を受ける権利を有しない。

3.14. 第18条 - 移動の自由及び国籍についての権利
· 締結国報告は、障害のある人が移住、難民申請、パスポートの発行、入国および居住許可の付与に関する措置において、平等に扱われることを保証するための、実施中の政策やガイドラインの詳細を明示すべきである。
· [bookmark: _Hlk207891319]亡命希望者用住居・生活支援制度（Direct Provision）に関する議論、その制度が障害のある難民に与える影響、およびこの制度の変更計画については言及されていない。
· 締結国は、移動生活者（nomadic people）の移動の自由と文化的参加の平等な権利が完全に認められ、保障される措置の概要を示す必要がある。ジプシー、ロマ、トラベラー・コミュニティ（Traveller communities）にとっての移動生活の文化的意義を適切に評価すべきである。
（訳注　現在、「ジプシー」という語は差別的な呼称とされている面があり、本来使うべきではないが、原英文にあるのでそのまま訳語とした。「トラベラー・コミュニティ」は伝統的に移動生活をしている集団で、ロマとは別の民族少数派である。）
· 保健省は、アイルランドに居住するものの市民権を有しない障害のある人、亡命希望者用住居・生活支援制度（Direct Provision）で生活する人、またはその他、アイルランド市民に比べて国外への移動権が制限されている人に対する、サービスへのアクセスの際の潜在的なバリアを特定し、是正するための措置を講じるために、アイルランドで現在利用できない医療サービスの範囲に関する報告書を委託すべきである。

3.16. 第19条 - 自立生活と地域社会へのインクルージョン
[bookmark: _Hlk207972903]		（訳注　パラグラフ番号3.16は3.15の誤記か。以下、数字がずれるが、誤記の指摘略。）
· 第19条が、「地域社会で生活する」を超えて、「地域社会にインクルージョンされる」ことを述べているのは重要である。（したがって締結国は、）イベント、活動、施設がアクセス可能でインクルーシブであることを確保し、インクルーシブな地域社会を追求し実現する必要がある。
· 締結国報告には、障害のある人の社会的排除と分離を防止するための、政府横断的な政策やプログラムに関する情報が含まれるべきである。
· 報告草案は、住宅と障害に関する戦略（Housing and Disability Strategy）の策定を優先事項としていない。地方自治体は、障害のある人向けの社会住宅を配分すべきである。障害のある人向け住宅の提供に関する評価と配分プロセスの全国ガイドライン（National Guidelines for the Assessment and Allocation Process for Housing Provision for People with Disabilities）に、法的拘束力を付与する必要がある。
· 多くの障害のある人には、居住の場に関する選択の余地がほとんどない。地域社会で自立して生活できるための多様な居住オプションを確保し、現在家族と生活している障害のある人が自立した生活に移る道筋を確立する必要がある。
· 障害のある人のホームレスの割合が過大であることや、ホームレス支援へのアクセシビリティに関する分析が欠如している。
· 住宅改修補助金申請手続きは官僚主義的である。障害のある人が補助金にアクセスする際の困難の分析や、補助金の額が現在の建築コストを下回っていることが認識されていない。
· 地方自治体は、盲や視覚障害のある人の特定のニーズ、例えば公共交通機関へのアクセス、地域医療施設へのアクセス、盲導犬用の安全な庭スペースなどを考慮して、公営住宅の配分を行う必要がある。これらの要件は、住宅配分政策の一部として組み込まれるべきである。
· パーソナル・アシスタンス・サービスの資金と資源の配分、およびその需要に関する詳細な情報提供が必要である。このサービスは需要ではなく資源に基づいて提供されており、障害のある人は非常に脆弱な状況に置かれ、役所の予算に左右されている。
· [bookmark: _Hlk207893465]報告草案は、個人予算（Personalised Budgets）に関する作業部会（Task Force）に言及している。しかし、現在個人予算を受けている人の数が少ない点に言及しておらず、より多くの人々がアクセスできるよう広範な実施を提案していない。パイロットプロジェクトの対象者数、参加基準、スケジュール、および現在までの実施状況に関する追加のデータを提供する必要がある。個人予算の資金を決める配分モデルと、その策定プロセスへの障害のある人を代表する団体の参画について明確にすることが求められる。

3.17. 第20条 - 個人の移動を容易にすること
· 移動支援器具、装置、および支援機器（AT）は、障害のあるすべての人が手頃な価格で利用できるようにしなければならない。年齢、障害の種類、または地理的条件によってアクセスが妨げられてはならない。申請手続きは簡素化されなければならない。締結国報告には、大人と子どもがこれらの支援機器の使用方法を学ぶ、技能訓練のための資金に関するコミットメントがなければならない。
· 締結国報告には、アクセシビリティ補助具その他の支援機器の研究、開発、生産を促進するための措置を詳細に明記しなければならない。
· 医療カードの対象外となる多くの人は、補助具や医療機器の費用を自己負担しなければならない。これにより、適切な機器を入手できない人が多く存在している。医療カードによってこれらの物品を受け取った人々は、待機リストや地域予算に左右されるため、結果として適切でない機器を使用する状況に陥っている。
· 盲ろうの人は、日常生活に積極的に参加するために盲ろう通訳者が必要である。盲ろうの人の大多数は、視力に頼って安全に移動できる十分な残存視力を持っていない。締結国は、触覚や運動感覚を活用する技術（電子移動補助具やGPSなど）への財政支援を拡大すべきである。
· 予約した受診のための病院輸送サービスを、障害のある人が利用できるようにしなければならない。
· 障害のある人の駐車許可証の申請は困難で、基準が不明確である。障害のある運転者および同乗者税制優遇制度（Disabled Drivers and Passengers Scheme）を見直し、障害のある運転者および乗客が車両を購入するための十分な財政支援が引き続き提供されることを保証する必要がある。自動車交通補助金制度（Motorised Transport Grant）と移動支援手当制度（Mobility Allowance scheme）を再開すべきである。
（訳注　障害のある運転者および同乗者税制優遇制度は、障害のある人が特別に改造された車両を購入・使用する際に、登録税、自動車税などで税制上の優遇を受けられる制度。自動車交通補助金制度は、障害のある人が自動車を購入または大幅に改造するための一時金制度。2013年新規申請の受け付けが停止され、実質的に廃止となっている。移動支援手当制度は、タクシー利用など「外出のための交通費」を補助する制度。これも新規申請の受け付けが停止され、実質的に廃止されている。）
· 報告草案では、障害のある人が補助犬その他の支援動物を使用することについて言及されていない。締結国は、これらの動物の個人用移動補助具としての使用に関する立場を概説し、その使用を支援する措置が講じられていれば、その要点を示さなさなければならない。

3.16. 第21条 - 表現及び意見の自由、並びに情報の利用の機会
· 締結国報告は、すべての公的情報が点字、音声、動画、平易な英語、わかりやすい版、手話言語、大活字、その他の電子形式など、アクセシブルな形式で提供される必要性を強調すべきである。
· 締結国報告は、すべての公共サービスウェブサイトがウェブアクセシビリティ基準（W3C）に準拠する必要性を強調すべきである。
· 締結国報告には、アクセシビリティの問題を監視し対応するため、および情報アクセシビリティに関する職員および実務者の意識向上を促進するための現行の政策に関する情報が含まれるべきである。締結国は、このような政策の策定および実施における障害のある人の参画に関する詳細を明示する必要がある。
· 報告草案では、アイルランドにおける手話言語の使用実態について言及されていない。通訳者の不足が深刻で、雇用コストが高く、国は特定のケースに限って費用を負担している。また、触手話に精通した盲ろう通訳者/介助者の深刻な不足もある。
· [bookmark: _Hlk216196229]コミュニケーションを支援するマニュアルサインシステム（manual sign system）、ラーム（Lámh）の継続的な普及と支援が必要である。このシステムはアイルランド全土で多くの知的障害やコミュニケーション障害のある子どもと大人に活用されている。
（訳注　マニュアルサインシステムは、一つ一つの単語にサイン（手話単語に似たもの）が割り当てられていて、文全体を話しながら、キーワードだけをサインで示す、コミュニケーションを促進するための補助手段。文法は音声言語のものである。）
（訳注　（Lámhは、アイルランド語で「手」を意味し、アイルランドで開発された、知的障害のある人のためのマニュアルサインシステムである。サインの数は少なく、覚えるのが比較的簡単になっている。）
· 音声解説付きテレビ番組によって、視覚障害のある人が同年代の人々と同様に文化・社会生活に参加できる。放送やストリーミングサービスにおける音声解説の向上が必要で、その国内制作とフランチャイズ購入の具体的目標を設定すべきである。
（訳注　ストリーミングサービスとは、インターネットで動画や音楽などをダウンロードせずに再生できる配信サービス。）
3.17. 第22条 - プライバシーの尊重
· 報告草案は、障害のある人がプライバシー権を行使する際に直面する課題に、十分に対応していない。また、サービスが不十分であることがプライバシー権に与える影響を認識していない。例えば、プライバシーを確保できるスペースの不足、相談用の部屋へのアクセス不能、トイレのアクセス不能、手話言語通訳者の不足、手紙や報告書のアクセス不能などが挙げられる。
· 締結国は、国の機関や部局が、障害のある人とその家族のプライバシー権と機密保持権を、他の者と同等に尊重するための措置と、EU一般データ保護規則（GDPR：General Data Protection Regulation）および国内の規制、原則、法律に準拠した好事例に沿った、国が保有する情報への透明なアクセスを保証するための措置について詳細を示すべきである。
· 締結国は、障害のある人が、情報および苦情解決手続きに他の人と同等の条件でアクセスできることを保証すべきである。
· 障害のある人に関する情報/データの、機関間での共有について完全な明確化が必要である。このようなデータ共有を正当化する明確な法的根拠が、個人の権利を保護するために必須である。
· 障害のある受刑者は、障害状況や診断内容の開示を含め、機密保持とプライバシーの権利を平等にもつ。受刑者に支援や配慮を提供するために、刑務所職員は受刑者の診断や障害について知る必要はない。刑務所職員は障害のある受刑者にとってアクセシブルなコミュニケーション方法に関する訓練を受けるべきであるが、これは受刑者のプライバシーを保護するために必要な専門サービスの代替となるものではない。（訳注　これを以って、専門知識を持つ専門家（医師、カウンセラーなど）の専門サービスの代わりにしてはならない。）
· 締結国報告は、亡命希望者用住居・生活支援制度（Direct Provision）で生活する障害のある難民申請者とその家族のプライバシーの尊重を改善するための措置を明確にすべきである。

3.18. 第23条 – 家庭と家族の尊重
· 障害のある人が、可能な限り長く自らの自宅や地域社会で尊厳と自立を保って生活できるよう支援することを目的とした、在宅介護の法的権利を定める必要がある。
· 多くの障害のある人は人間関係（relationship）に関する権利について認識していないため、締結国は障害のある人の権利に関する情報がアクセシブルな形で公開されていることを保証しなければならない。
· 現在、報告草案には、障害のある人の性教育や、生殖の権利とサービス、家族計画に関するアクセス可能な情報に関する言及はない。
· 第23条第2項において、2018年健康（妊娠中絶の規制）法（Health (Regulation of Termination of Pregnancy) Act 2018）への言及がある。この法律の次回の見直しには、アイルランドにおける中絶サービスのアクセスを保証するために、DPOの意見が反映される必要がある。
（訳注　第23条第2項とは、アイルランド初回締約国報告案の第23条「家庭と家族の尊重」の中の第2項小見出し「家族計画」のことである。）
· 締結国は、無料避妊の導入に関する計画案に定められた避妊の選択肢が、障害のある女性の健康についての要件を満たし、避妊に関する意思決定を含むことを保証しなければならない。
· 締結国報告には、養子縁組または里親制度のプロセスにおける、障害に基づく差別を防止するための措置の詳細を記載する必要がある（里親予定の親と里子予定の子どもの双方に関して）。障害のある人が養子縁組または里親制度を申請する人数と申請の成功率を示すデータが必要である。国家報告には、障害のある人が里親制度を申請する際の支援措置の詳細を記載する必要がある。
· 報告草案には、保護措置のもとに置かれている、障害のある親の子どもや障害のある子どもの統計データが記載されておらず、また、現在の障害のある親と障害のある子どもへの支援の現状を統計がどう示すか不明である。締結国は、親が行う支援の評価に用いられる基準と、このプロセスにおける障害差別を防止するための措置を明確にする必要がある。
· 締結国報告は、障害のある親に対する子育て支援を改革する具体的な措置を明らかにすべきである。障害のある親は、パーソナル・アシスタンス・サービス（PAS）などの支援にアクセスできなければならない。障害のある人は家族の一員であるが、PASなどの支援が欠如する場合、しばしば家族による支援に「依存」する状況に置かれる。
· 締結国は、介護者に対する具体的な支援（例：レスパイト、在宅支援、COVID-19ワクチン接種の優先順位付け）をほとんど提供していない。

3.20. 第24条 - 教育
· 学習のユニバーサルデザインは、より広く実施される必要がある。締結国報告では、条約に沿った真にインクルーシブなモデルへの教育システムの転換を実現するための、包括的な戦略を詳細に明記する必要がある。
· 2004年特別教育ニーズを有する人に対する教育法（EPSEN: Education for Persons with Special Educational Needs Act 2004）は、見直し、改正、および実施が必要である。
· 締結国は、障害のある子どもの入学拒否や学校日数の短縮に関するデータを公開する必要がある。差別的な法律（例えば第29条の手続き）は廃止され、インクルーシブな入学方針が実施される必要がある。
（訳注　第29条とは、アイルランドの1998年教育法（Education Act, 1998）の第29条。）
· 障害のある生徒が同年代の生徒と同じ機会を得られるよう、学習支援と移動支援を可能にする十分な特別支援教育補助員（SNA、Special Needs Assistant）の配置が確保されなければならない。
· 感覚障害や感覚重複障害 (Multi-Sensory Impairment)のある人が教育システムにアクセスできるようにする必要がある。障害のある生徒のコミュニケーションのニーズは、支援を配分する際考慮される必要がある。教育省は、ろう文化コミュニティに属している人々・ろうの人・聴覚障害のある（D/deaf and Hard of Hearing）子どもとその家族へのアイルランド手話（ISL）の提供に関する新たな制度を策定するため、すべての関係者と意味のある協議を行うべきである。
（訳注　原文にあるD/は、ろう文化の人 (Cultural Deaf) で、独自の文法を持つ手話を第一言語とし、ろう文化（Deaf Culture）を自己のアイデンティティとする人々を指す。小文字のdeafは医学的状態を指す。）
· 自閉症の子どもは、システム内の多くのバリアのため、障害のない同年代の子どもと同じ教育成果を得る機会が限られている可能性がある。
· 報告草案は、高等教育機関における障害のある成人数の少なさを明記しておらず、生涯学習を促進し、障害のある人がこの地域社会の一員となることを支援する、創造的な思考や関与を促進していない。
· （障害のある人への）教育における専門的な訓練は、資金助成モデルにおいて一般の高等教育と同等の立場にない。これにより、障害のある学生やメンタルヘルス課題を抱える学生の進歩が制限されている。
· 締結国は、継続教育・訓練（FET: Further Education and Training）受講生向けのICT機器への資金配分を、学生の需要を満たし、デジタル格差を是正する目的で改定しなければならない。
· 障害のある学生は、キャリア指導カウンセラーへの十分なアクセスが確保されていない。これは、障害のある若者に対する低い期待を反映している。
· [bookmark: _Hlk217394994]締結国は、障害のある子どもが個別教育計画（IEP: Individual Education Plan）による教育を受ける権利、および学校が保護者との連携のもとでこの計画を作成することを保証するべきである。
· 学校への支援を提供し、メンタルヘルス上の問題や困難な状況に対応できるようすべきである。すべての教師と校長にとって、指導と継続的専門能力開発（CPD: Continuing Professional Development）が利用可能であることが不可欠である。
· 締結国は、教育サービスと一般学校における障害のある職員の数、および管理職における障害のある職員の数を示すデータを公開すべきである。障害のある人を教育者として採用する取り組みは、すべてのレベルで支援され、促進されなければならない。

3.20.第25条 - 健康
· 報告草案では、医療資源の配分に関する問題や、障害のある人の医療・福祉サービス（特に地域に根ざしたサービス）における資源不足の分析について、議論が行われていない。締結国報告では、未充足ニーズの程度と、これを是正するための計画について、よりよく把握できるようにすること（give a better sense）が必要である。
· 報告草案は、医療・社会サービスがシステム中心ではなく、個人中心であることの必要性を反映していない。
· 報告草案は、多くの医療現場におけるコミュニケーション支援やアクセシブルな情報の不足を認識していない。
· 報告草案は、障害のある人の医療費負担や、その軽減のための現行のシステムについて言及していない。締結国は、障害のある人の医療費負担の困難が、他の人々と同じ範囲、品質、基準の医療へのアクセスを制限していることを認識しなければならない。
· 条約によると保健サービスは「農村地域を含め、可能な限り人々の居住地域に近い場所」で提供されなければならない。報告草案は第25条のこの段落に対応していない。
· 報告草案は、障害のある人が一般開業医（GP）の予約を取る際に経験する困難を強調していない。一部の地域では一般開業医がいないため、障害のある人はサービスを受けるために長距離を移動する必要がある。
· ホイスト（hoist）などの設備が不足しているため、身体障害のある人が一般的な保健サービスにアクセスできない場合がある。
（訳注　ホイストとは、介護や医療の分野では、自力での移動が困難な人を安全に持ち上げて移動させるための機器。移乗、天井つり上げ移動、立ち上がり補助など各種がある。）
· 締結国報告は、障害のある人のニーズが締結国の口腔保健サービス提供で優先されることを保証するために、アイルランド障害と口腔保健協会（Irish Society for Disability and Oral Health）の提言をどのように実施するかの大要を明示しなければならない。
（訳注　アイルランド障害と口腔保健協会の提言は、障害のある人が平等に口腔保健サービスを受けられるようにするための提言。政策提言、教育・研修の提言などがある。）
· 報告草案は、治療やサービス（特に眼科診察、理学療法、心理療法、作業療法、カウンセリング）を受けるための極めて長い待ち時間を認識していない。
· 報告草案は、より多様な支援や治療を提供するための、精神保健分野の費用の増加の必要性を認識していない。治療は薬物療法を超えて拡大される必要があり、例えばカウンセリング、作業療法、音楽療法などを含むべきである。リカバリー（Recovery）に焦点を当てている組織への資金援助がさらに必要であり、これらのグループを通じて習得された知識、態度、スキルは、精神保健の専門家によって尊重されるべきである。

3.21. 第26条 – ハビリテーション、リハビリテーション
· 　報告草案では、この分野のプログラムやサービスの実施状況、障害のある人のこれらのサービスの利用体験、これらのサービスを利用できる人の数の統計についての議論がほとんどない。これらのサービスの財源確保に関する議論はなく、現在の資源が需要を満たしているかどうかについても言及されていない。サービスにおけるギャップが言及されていない。これらのギャップには、農村地域でのサービス不足、交通問題、選択肢の不足、個人に合わせた支援の不足などがある。
· 報告草案は、神経リハビリテーションサービスにおける現在の政策の実施が進んでいないことを適切に伝えていない。
· 地域における神経リハビリテーションサービスへの投資と、神経疾患の人々に対する長期的な支援は、神経リハビリテーションの全段階において効果的な統合ケアを提供するために極めて重要である。
· 支援機器が必要な多くの人にとって、必要なものを知り、適切なタイミングで入手することは極めて困難である。さらに、支援機器が役立つ可能性がある多くの人が、利用可能な機器の存在自体を知らない。支援機器は、学生や従業員ではなく、学校や雇用主の所有であるため、コミュニケーション、教育の進行、転職のバリアとなっている。私たちは、個人に認可された機器は、その個人が持ち続けられるよう、締結国が保証することを強く求める。
· 加齢黄斑変性症やその他の視覚障害疾患の患者にとって、適切な時期の診断とリハビリテーションへのアクセスは、治療成果を大幅に向上させる。自立、自己管理、社会的つながりの維持は、あらゆるリハビリテーション計画に組み込まれる必要がある。
· 　報告草案は「新たな方向性（New Directions）」に言及しているが、データが不十分である。報告は「新たな方向性」の進捗状況や、それが障害のある人の生活にポジティブな影響を与えているかどうかについて、最新の情報を提供していない。

3.22. 第27条 労働及び雇用
· 障害のある人は、職場の柔軟性の欠如、障害に関連する費用、追加的な長期的医療費、差別、否定的な態度、固定観念など、雇用における複数のバリアに直面している。
· 報告草案は、障害のある人が雇用機会を最大限に活用できるようにするための重要な政策が、どのように相互に関連しているかを分析していない。
· 締結国は、最低賃金を生活賃金に引き上げることで、低賃金問題に対処しなければならない。
　　●　　　障害のある人は、「職業体験」的な立場として、あるいはコミュニティ雇用制度（Community Employment schemes）の下で、継続的にボランティアとして働くことを期待されるべきではない。
（訳注　コミュニティ雇用制度は、失業者や社会的に弱い立場の人に就労経験を提供する制度。）
· 締結国は、雇用への支援を確実に行うべきである。これは、雇用を理由に医療カードなどの支援が停止されてはならないことを意味する。障害のある人が一定の収入基準を超えると、無料の交通パスや盲人年金など、受けている二次的給付を失う可能性がある。「働きがいの向上（Make Work Pay）」の報告書は広く歓迎されたが、実施されていない。
· 報告草案は、障害のある人の雇用を支援するための合理的配慮の明確な実施方針を提示していない。賃金補助金制度（Wage Subsidy Scheme）は大幅な見直しが必要である。職場適応補助金（Workplace Adaptation Grant）は標準化され、リモートワーク従事者に対して遅滞なく実施されなければならない。
· 公共部門の障害者雇用目標は、極めて低い障害者割当率である。公共部門で採用されている障害者割当率が、重度の障害のある人々にポジティブな影響を与えているという現場での証拠はほとんどない。第5部のモニタリングは不十分である。
（訳注　第5部とは、2005年障害者法（Disability Act 2005）の第5部「公的サービス機関での障害者雇用」。）
· [bookmark: _Hlk216368112]雇用主は、障害の意識向上研修に参加し、またそれを（従業員に）提供するよう奨励されるべきである。「障害の意識向上研修制度（Disability Awareness Training Scheme）」は、障害を申告した従業員がいる雇用主だけでなく、すべての雇用主を対象に開かれるべきである。締結国は、雇用主に対し、従業員定着補助金制度（Employee Retention Grant Scheme）と職場適応補助金（Workplace Adaptation Grant）を積極的に促進する啓発キャンペーンを遅滞なく実施すべきである。
· 「能力プロジェクト」（Ability Project）のような取り組みを維持するための、継続的な多年度予算が確保されていない。このことは、直面している問題が解決に相当な時間を要するため、効果的な変化を生み出す可能性を損なう。
· アイルランドは第27条の留保を表明した。この留保は、公共部門の多くの第一線の職種における障害のある人の就労機会を制限するものであるため、留保を撤回する計画を明示する必要がある。
（訳注　アイルランドの第27条の留保については、初回締結国報告のパラグラフ371参照。）
· 起業支援とスタートアップ支援は、障害のある人が新たな事業を開始し、自ら雇用主となる機会へのアクセスを保証すべきである。

3.23. 第28条 – 相当な生活水準及び社会的な保障
· アイルランドに住む障害のある人は、高い「貧困リスク（at risk of poverty）」率の状態にある。この点は、報告草案で認識されていない。社会的インクルージョン工程表（Road Map for Social Inclusion）には、障害のある人が直面する高い貧困水準に対応するための、具体的な目標が設定されていない。
· 障害を抱えて生活する際に生じる追加費用は締結国によって認識されていないため、障害のある人は貧困の悪循環に陥っている。社会福祉給付金は、障害のある人が直面する追加費用を考慮していない。締結国は、障害に伴う費用への給付（cost of disability payment）を最優先事項として実施する必要がある。
· 障害手当（Disability Allowance）などの、障害のある人を対象としたその他の社会福祉給付金は不十分である。
· 家族の収入は、介護の負担により深刻な影響を受けている。親のどちらか、または両方が仕事を辞めざるを得ない場合がある。一部の家庭は基本的な生活費を賄うことができない。親が家族を支えるために就労できるよう支援が必要である。
· 障害のある人は、民間医療保険に加入したり、必要とするセラピー、治療、医療機器、補助具、パーソナル・アシスタンスを受ける時間の不足を補うための費用を個人負担しなければならないことが多い。
· 障害のある人は、福祉、補助金、その他の経済的支援の申請書類や手続きにおける苦闘を繰り返し報告している。紙ベースとオンラインの両方を用意するなど、申請方法の選択肢を多様化する必要がある。

3.24. 第29条 - 政治的及び公的活動への参加
· 障害のある人の政治的・公的な活動への参加能力を強化するため、障害当事者団体（DPOs）への資金の増額を約束する必要がある。
· 締結国報告は、障害のある人が政党に参加し、選挙に立候補する人数を増やすため、また政治および公共の活動への参加のバリアを撤廃するための措置、実践的な支援、リソースを明らかにすべきである。
· 締結国報告は、投票権について障害のある人がより認識を高めるための措置を明らかにすべきである。また、すべての投票所がアクセス可能であることを確保し、選挙管理官（Returning Officer）および投票所職員の訓練を実施し、アクセス可能な投票形式と技術を導入し、投票支援の必要性を認識し、郵便投票制度を簡素化するなど、投票アクセスを改善するための取り組みをコミットすべきである。
· 報告草案は、障害のある人が投票時に十分な情報に基づいた選択（informed choice）ができるよう、政治団体がアクセシブルな形式の選挙キャンペーン資料を提供する重要性を強調していない。
· 締結国は、選挙法がアクセス可能であり、国連障害者権利条約（UNCRPD）に準拠していることを保証するために、選挙法の改正計画の概要を示す必要がある。
· 報告草案には、障害のある人が権利擁護団体やその他のNGOに参加したり設立したりすることの支援に関する議論は含まれていない。締結国は、障害のある人が地域社会の組織化活動にも参加できることを保証すべきである。

3.25. 第30条 - 文化生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加
· 締結国は、文化施設やレクリエーション施設がすべての人々に利用可能であることを確保すべきであり、これには文化資料や体験をアクセシブルな形式で提供することも含まれる。報告書は、障害のある人がこのような取り組みの策定、監督、監視にどの程度関与しているかを明確にすべきである。
· 公的資金を受ける施設（劇場その他の公共の公演施設など）において、字幕、補助聴覚装置、ISL通訳などの合理的アクセス配慮の実施を導入すべきである。
· 一部のプログラムは、障害のある人を一般の文化生活に統合するのではなく、障害のある人専用の文化活動の場を設立する危険性があるように見える。
· 最終報告では、障害のある人がスポーツ、芸術、レクリエーションに参加するための支援措置を明示し、締結国が障害に特化したスポーツ活動に割り当てる資金が、総公共資金の何％を占めるかを示す必要がある。特に、障害のある人が主導し、開発し、組織する活動に割り当てられる資金について言及する必要がある。
· 報告草案には、ろう文化（Deaf culture）やろう文化コミュニティに属している人々（Deaf people）のアイデンティティに関する言及がない。締結国は、ろう文化をどのように評価し支援するかを明示すべきである。
（訳注　Deaf については、3Deaf.20　第24条教育の項を参照。）
· 締結国は、障害のある人がテレビ番組、映画、演劇などへのアクセスを保証するために実施されている措置の概要を示すべきである。これには、放送事業者や制作会社への資金提供や訓練、および実施や監視プロセスへの障害のある人の参画が含まれる。
· 資金提供を受けているすべてのアイルランドのスポーツ団体は、「障害のある人のスポーツ参加の方針（Policy on Participation in Sport by People with Disabilities）」を策定し、その実施状況の具体的な証拠を、参加プログラム、競技プログラム、教育・訓練など、多様な領域において明確に示すべきである。
（訳注　参加プログラムは誰でも参加できるプログラム、競技プログラムは記録向上やエリート選手育成のための専門的なプログラム。）

3.26. 第31条 - 統計及び資料の収集
· 締結国は、障害に関する全国的な公開可能なデータセットを整備する法的義務を負うべきである。このデータセットは、アクセシブルな形式で提供され、アイルランドにおける障害のある人の数に関する分類されたデータを含む必要がある。これには、子どもと大人の数、利用するサービス、教育、訓練、または雇用状況が含まれるべきである。データには、地理的な内訳、ジェンダー、障害の種類、民族に関する情報がなければならない。また、亡命希望者用住居・生活支援制度（Direct Provision）や刑務所（Irish Prison Service）などの施設における障害のある人の数に関する情報も提供される必要がある。
· 報告草案のこのセクションでは、統計の出典を詳細に説明しているが、出典の正確性や、このデータが政策立案にどのように活用されているかは議論されていない。
· 締結国は、障害のある人が自分のデータに関する権利についての情報にアクセスでき、その権利を理解し行使するための支援を受けられるようにすべきである。

3.27. 第 32 条 - 国際協力
· アイルランドが、インクルーシブな開発援助に関する国際的なネットワークや協力に関与し、指導的役割を果たしている状況について、締結国報告でさらに詳しく記載すべきである。
· アイルランド・スコットランド二国間レビュー：2021-25年の報告および勧告（Ireland-Scotland Joint Bilateral Review: Report and Recommendations 2021–25）、ならびにウェールズ・アイルランド共同声明および共同行動計画（Wales- Ireland Shared Statement and Joint Action Plan）は、締結国報告で参照すべきである。
· 国連権利委員会は、能力構築の促進と支援に向けた取り組みに関する情報を提供するよう勧告している。ユネスコチェア（UNESCO Chair）プログラムによるアイルランド主導のプロジェクトは、この点において大きく貢献しており、第32条に基づく国家報告で言及することができる。
（訳注　ユネスコチェアは、特定の分野における知識の交換と能力向上を目的として、ユネスコが世界の大学などに設置を認定する教育・研究ユニット。）

3.28. 第33条 - 国内における実施及び監視
· 現在、報告草案は、アイルランド人権・平等委員会（IHREC; Irish Human Rights and Equality Commission）を独立した監視機関として指定する意向のみに言及している。政府は、IHRECを監視機関として正式に任命する、障害（雑則）法案2016（Disability (Miscellaneous Provisions) Bill 2016）をまだ可決していない。報告草案は、この任命に先立ちIHRECが行ってきた作業を記載していない。
· 報告草案は、CRPD実施の監視における市民社会の役割に全く言及していない。
· 関連するすべての戦略について、障害のある人にどのような成果と影響がもたらされたかに特に焦点を当てた、より強固な実施枠組みが求められている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（翻訳・佐藤久夫、岡本 明）
2
2
2
